
令和元年１０月２０日（日曜日）

大分東明高等学校　大分市千代町２丁目４－４

※採用予定者数は、変更になることがあります。

１．職種および採用予定者数

試 験 区 分

一般行政職

（障がい者枠）

Ⅲ種：高校卒業程度以上の学力を有する人

１名程度

採用予
定者数

【第 1次試験日】

【 試 験 場 所 】

　市の一般行政事務に従事します。

試験職種 職務内容

令和元年度

由布市職員採用試験案内
（障がい者枠）

令和元年７月２９日（月曜日） から
　　　　　　令和元年９月２日（月曜日）まで

区分

Ⅲ 種

【申込受付期間】

（土・日曜日及び祝日を除く８：３０～１７：００）
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☆次の場合は、この試験に合格しても採用される資格を失うものとします。

☆次のいずれかに該当する者（地方公務員法第１６条該当者）は、受験できません。

◎

① 令和元年１０月２０日（日曜日）

② 大分東明高等学校　大分市千代町２丁目４－４

③ 午前９時～午前９時３０分（試験開始時間午前１０時）

２ ． 受 験 資 格 に つ い て

３．試 験 日 程 お よ び 内 容

（障がい者枠）

※由布市職員採用試験申込書や試験に関する調査書類等に記載漏れや不実記載がある
　場合、試験に合格しても採用資格を失う場合がありますので注意してください。

・由布市において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

・日本国憲法施行の日において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
　ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

日 程 等

試 験 日

①平成元年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた人

②次に掲げる手帳等の交付を受けている人

・身体障害者については、身体障害者手帳又は都道府県知事の定め
る医師若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法別表
に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じ
ん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能の障害については、指定医によるものに限
る。）

・知的障害者について、都道府県知事又は政令指定都市市長が交付
する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福
祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知
的障害者であることの判定書

・精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳（平成18年4月以
降）

※手帳等については、試験申込日及び試験日当日において有効であ
ることが必要です。

記
号

Ｄ

（１）

会 場

受 付 時 間

　日本国籍の有無を問いません。
　ただし、永住者又は特別永住者に限ります。永住許可又は特別永住許可を申請中の人
は、令和２年３月３１日までに永住者又は特別永住者の在留資格を取得できないときは、
この試験に合格しても採用される資格を失うものとします。日本国籍を有しない人の採用
後の担当業務については、「公権力の行使」に該当する業務又は「公の意思の形成への参
画」に携わる職以外の業務・職となります。昇任については、課長補佐級までは日本国籍
を有する職員と同様です。課長補佐級以上への昇任は、専決権を持つ職は公の意思への参
画にあたるため、専決権を有しない職場への昇任となります。

受 験 資 格

一般行政職

第 １ 次 試 験 日

区分

Ⅲ種

・禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな
　るまでの人

試 験 職 種

受験資格
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① 教養試験・適正検査

② 教養試験120分（10：00～12：00）・適正検査35分（13：15～13：50）

④ 試験当日は、受験票、鉛筆（ＨＢ）等、消しゴムを持参してください。

◎

※第１次試験合格者が対象となり、詳しい試験日程・内容等については別途通知します。

令和元年１１月下旬

作文（論文）試験・面接試験・集団討論・事務能力試験

４．受  験  申  込

（１）持参の場合　由布市役所総務課、挾間・湯布院振興局地域振興課へ提出してください。
　　　郵送の場合　すべて、由布市役所総務課へ送付してください。

・一般行政職（障がい者枠）を受験する場合は、手帳や判定書等の写しを添付してくだ
　さい。

合 格 発 表

（２）試験申込書の「記入心得」を必ず確認し、全ての欄に漏れなく記入してください。

【提出書類】

（３）受験申込の際、試験受験票には写真を貼らないでください。
　　　写真は、試験当日に貼ってきてください。

（１）記入事項に不正があると採用されないことがあります。

（３）合 格 発 表

　１２月上旬に由布市役所本庁舎前の掲示板に合格者の番号を掲示するとともに、合格
　者へは合格通知文書を郵送します。ホームページでもお知らせする予定です。

・申込書と受験票に必要事項を記入し、提出書類を添付して申込みください。

試 験 種 目

（２）

試 験 時 間

そ の 他

（３）

（１）日 程 等

　１０月下旬に由布市役所本庁舎前の掲示板に合格者の番号を掲示するとともに、合格
　者へは合格通知文書を郵送します。ホームページでもお知らせする予定です。

内 容 等

第 ２ 次 試 験 日

試 験 日

試  験  種  目
（予定）

（４）試験申込書及び試験受験票の職種欄には、試験職種および区分の欄を参考に
　　「一般行政職（障がい者枠）Ⅲ種」と記入してください。

（５）学歴には最終学歴とその前の学歴を記入してください。
　　　専門学校（公務員専門学校など）は記入せずに、その前の学歴から記入してください。

障がい等のため、受験上の配慮を必要とされる方は、試験申込書
の備考欄に必要事項等を記入してください。（拡大鏡、補聴器、
介助者が必要、駐車場の確保、点字の試験、拡大文字の試験な
ど）
※要望の内容によっては、対応できない場合もあります。また、
障がいの程度によっては、試験時間等が変更になる場合もありま
す。

（２）内 容 等

【申込方法】

（６）試験受験票（裏面）にあて先住所等を記入して、必ず６２円切手を貼ってください。
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郵送する場合の注意事項

試験申込書を郵送で請求する場合

※郵送の場合は、令和元年９月２日（月曜日）までの消印があるものに限り受け付けます。

由布市役所　総務課 〒８７９－５４９８　由布市庄内町柿原３０２番地

電話　０９７－５８２－１１１２

５．試験結果の開示

６．合格・採用及び給与等

○第２次試験合格者は、由布市職員採用候補者名簿に登載されます。

○

○

①

○

②

○

７．参考　過去３年間の試験実施状況

８．確認・チェック欄（試験申込書を提出する際に、再度、確認してください。）

６２円切手
の添付

郵便はがき
の記入

１名

－

－

第２次試験

諸 手 当

扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、時間外勤務手当
等が、それぞれの規定により支給されます。

合格・採用
採用者は、令和２年４月１日付とし、由布市職員採用候補者名簿に
登載された人で、上位の人からとなります。

由布市の給与条例により支給されます。

年度

総合得点第２次試験不合格者

初 任 給

由 布 市 役 所 総 務 課

由布市職員採用候補者名簿は、登載の日から１年間効力を有するも
のとします。

（由布市役所本館２階）

第１次試験不合格者

募集者数

１名程度

２名

３名

給　与　等

２名

　ただし、第１次試験・第２次試験とも合格発表当日は、午後１時から受付をします。

第１次試験

採用者数

　この採用試験の結果については、由布市個人情報保護条例第１４条第１項の規定によ
り、受験者本人に限り、口頭で開示請求することができます。

申込書を折り曲げないよう角型２号の封筒（Ａ４サイズが入る横２４０ｍｍ×縦３３
２ｍｍ程度の封筒）を使用し、封筒の表に「試験申込」と朱書し、簡易書留郵便で郵
送してください。

☆職員採用試験案内と試験申込書は、由布市役所総務課、挾間・湯布院振興局地域振興課
に置いています。

・令和元年７月２９日（月曜日）から９月２日（月曜日）午後５時まで
　　　　（土・日曜日及び祝日を除く８：３０～１７：００）

（３）

申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「試験申込書請求」と朱書し、返信用封
筒を同封してください。なお、返信用封筒は角型２号の封筒を使用し、１２０円切手
を貼り、あて先及び郵便番号を記入し受付期間に間に合うよう請求してください。

【受付・問い合わせ場所】

（２）

一般行政職Ⅲ種
（身体障がい者枠）

２８

２９

３０

１名程度

【受付期間】

１名程度

受験者数

試 験 開示期間

合格発表の日から
３週間

　受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証、学生証、旅券等）を持参
の上、午前８時３０分から午後５時までの間に、由布市役所本庁舎本館２階総務課へ直接
おいでください。総務課では、受験番号を申告して開示請求をしてください（土・日曜日
及び祝日は除きます）。

開 示 場 所

総合順位

開示内容開示請求できる人

職種

受験案内・記
入心得の確認

提出期間
の確認
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